
議

案

第

四

十

三

号

杉

並

区

情

報

公

開

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

九

年

六

月

十

四

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

情

報

公

開

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

第

一

条

杉

並

区

情

報

公

開

条

例

（

昭

和

六

十

一

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

六

条

第

一

項

第

二

号

ハ

中

「

及

び

日

本

郵

政

公

社

」

を

削

る

。

第

二

条

杉

並

区

個

人

情

報

保

護

条

例

（

昭

和

六

十

一

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

八

条

の

二

第

一

項

第

二

号

ウ

中

「

及

び

日

本

郵

政

公

社

」

を

削

る

。

第

三

条

政

治

倫

理

の

確

立

の

た

め

の

杉

並

区

長

の

資

産

等

の

公

開

に

関

す

る

条

例

（

平

成

七

年

杉

並

区

条

例

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

一

項

第

四

号

中

「

、

貯

金

（

普

通

貯

金

を

除

く

。

）

及

び

郵

便

貯

金

（

通

常

郵

便

貯

金

を

除

く

。

）

」

を

「

及

び

貯

金

（

普

通

貯

金

を

除

く

。

）

」

に

、

「

、

貯

金

及

び

郵

便

貯

金

」

を

「

及

び

貯

金

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

を

削

り

、

同

項

第

六

号

中

「

証

券

取

引

法

」

を

「

金

融

商

品

取

引

法

」

に

改

め

、

同

号

を

同

項

第

五

号

と

し

、

同

項

第

七

号

か

ら

第

十

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

上

げ

る

。



附

則

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

九

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

三

条

の

規

定

（

政

治

倫

理

の

確

立

の

た

め

の

杉

並

区

長

の

資

産

等

の

公

開

に

関

す

る

条

例

第

二

条

第

一

項

第

四

号

の

改

正

規

定

を

除

く

。

）

は

、

証

券

取

引

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

六

十

五

号

）

の

施

行

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

日

本

郵

政

公

社

法

及

び

郵

便

貯

金

法

が

廃

止

さ

れ

た

こ

と

等

に

伴

い

、

所

要

の

規

定

の

整

備

を

図

る

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

情

報

公

開

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

第

一

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

情

報

公

開

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

情

報

の

原

則

公

開

）

（

情

報

の

原

則

公

開

）

第

六

条

実

施

機

関

の

管

理

す

る

情

報

は

、

原

則

公

第

六

条

実

施

機

関

の

管

理

す

る

情

報

は

、

原

則

公

開

と

す

る

。

た

だ

し

、

実

施

機

関

は

、

次

の

各

号

開

と

す

る

。

た

だ

し

、

実

施

機

関

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

情

報

に

つ

い

て

は

、

当

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

情

報

に

つ

い

て

は

、

当

該

情

報

の

公

開

を

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

該

情

報

の

公

開

を

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

一

略

一

略

二

個

人

に

関

す

る

情

報

（

事

業

を

営

む

個

人

の

二

個

人

に

関

す

る

情

報

（

事

業

を

営

む

個

人

の

当

該

事

業

に

関

す

る

情

報

を

除

く

。

）

で

あ

つ

当

該

事

業

に

関

す

る

情

報

を

除

く

。

）

で

あ

つ

て

、

特

定

の

個

人

が

識

別

さ

れ

得

る

も

の

（

他

て

、

特

定

の

個

人

が

識

別

さ

れ

得

る

も

の

（

他

の

情

報

と

照

合

す

る

こ

と

に

よ

り

、

特

定

の

個

の

情

報

と

照

合

す

る

こ

と

に

よ

り

、

特

定

の

個

人

が

識

別

さ

れ

得

る

こ

と

と

な

る

も

の

を

含

人

が

識

別

さ

れ

得

る

こ

と

と

な

る

も

の

を

含

む

。

）

又

は

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

は

む

。

）

又

は

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

公

開

す

る

こ

と

に

よ

り

、

な

お

で

き

な

い

が

、

公

開

す

る

こ

と

に

よ

り

、

な

お

個

人

の

権

利

利

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

も

個

人

の

権

利

利

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

も

資 料
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の

。

た

だ

し

、

次

に

掲

げ

る

情

報

を

除

く

。

の

。

た

だ

し

、

次

に

掲

げ

る

情

報

を

除

く

。

イ

及

び

ロ

略

イ

及

び

ロ

略

ハ

当

該

個

人

が

公

務

員

等

（

国

家

公

務

員

法

ハ

当

該

個

人

が

公

務

員

等

（

国

家

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

二

十

号

）

第

二

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

二

十

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

国

家

公

務

員

（

独

立

条

第

一

項

に

規

定

す

る

国

家

公

務

員

（

独

立

行

政

法

人

通

則

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

行

政

法

人

通

則

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

三

号

）

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

独

三

号

）

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

独

立

行

政

法

人

の

役

員

及

立

行

政

法

人

及

び

日

本

郵

政

公

社

の

役

員

及

び

職

員

を

除

く

。

）

、

独

立

行

政

法

人

等

び

職

員

を

除

く

。

）

、

独

立

行

政

法

人

等

（

独

立

行

政

法

人

等

の

保

有

す

る

情

報

の

公

（

独

立

行

政

法

人

等

の

保

有

す

る

情

報

の

公

開

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

三

年

法

律

第

百

開

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

三

年

法

律

第

百

四

十

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

独

立

四

十

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

独

立

行

政

法

人

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

役

行

政

法

人

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

役

員

及

び

職

員

、

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

員

及

び

職

員

、

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

条

に

規

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

条

に

規

定

す

る

地

方

公

務

員

並

び

に

地

方

独

立

行

政

定

す

る

地

方

公

務

員

並

び

に

地

方

独

立

行

政

法

人

（

地

方

独

立

行

政

法

人

法

（

平

成

十

五

法

人

（

地

方

独

立

行

政

法

人

法

（

平

成

十

五

年

法

律

第

百

十

八

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

年

法

律

第

百

十

八

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

地

方

独

立

行

政

法

人

を

い

う

。

以

下

定

す

る

地

方

独

立

行

政

法

人

を

い

う

。

以

下
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資 料

同

じ

。

）

の

役

員

及

び

職

員

を

い

う

。

）

で

同

じ

。

）

の

役

員

及

び

職

員

を

い

う

。

）

で

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

情

報

が

そ

の

職

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

情

報

が

そ

の

職

務

の

執

行

に

係

る

情

報

で

あ

る

と

き

は

、

当

務

の

執

行

に

係

る

情

報

で

あ

る

と

き

は

、

当

該

情

報

の

う

ち

、

当

該

公

務

員

等

の

職

及

び

該

情

報

の

う

ち

、

当

該

公

務

員

等

の

職

及

び

当

該

職

務

執

行

の

内

容

に

係

る

部

分

当

該

職

務

執

行

の

内

容

に

係

る

部

分

三

～

五

略

三

～

五

略

２

略

２

略

第

二

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

個

人

情

報

保

護

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

開

示

義

務

）

（

開

示

義

務

）

第

十

八

条

の

二

実

施

機

関

は

、

開

示

請

求

が

あ

つ

第

十

八

条

の

二

実

施

機

関

は

、

開

示

請

求

が

あ

つ

た

と

き

は

、

開

示

請

求

に

係

る

自

己

情

報

に

次

の

た

と

き

は

、

開

示

請

求

に

係

る

自

己

情

報

に

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

情

報

（

以

下

「

非

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

情

報

（

以

下

「

非

開

示

情

報

」

と

い

う

。

）

が

含

ま

れ

て

い

る

場

合

開

示

情

報

」

と

い

う

。

）

が

含

ま

れ

て

い

る

場

合

を

除

き

、

開

示

請

求

を

し

た

者

（

以

下

「

開

示

請

を

除

き

、

開

示

請

求

を

し

た

者

（

以

下

「

開

示

請

求

者

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

当

該

自

己

情

報

を

求

者

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

当

該

自

己

情

報

を

開

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

開

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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一

略

一

略

二

開

示

請

求

者

（

前

条

第

二

項

又

は

第

三

項

の

二

開

示

請

求

者

（

前

条

第

二

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

代

理

人

が

本

人

に

代

わ

つ

て

開

示

規

定

に

よ

り

代

理

人

が

本

人

に

代

わ

つ

て

開

示

請

求

を

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

本

人

を

請

求

を

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

本

人

を

い

う

。

以

下

こ

の

号

及

び

次

号

、

次

条

第

二

項

い

う

。

以

下

こ

の

号

及

び

次

号

、

次

条

第

二

項

並

び

に

第

二

十

三

条

の

三

第

一

項

に

お

い

て

同

並

び

に

第

二

十

三

条

の

三

第

一

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

以

外

の

個

人

に

関

す

る

情

報

（

事

業

を

じ

。

）

以

外

の

個

人

に

関

す

る

情

報

（

事

業

を

営

む

個

人

の

当

該

事

業

に

関

す

る

情

報

を

除

営

む

個

人

の

当

該

事

業

に

関

す

る

情

報

を

除

く

。

）

で

あ

つ

て

、

当

該

情

報

に

含

ま

れ

る

氏

く

。

）

で

あ

つ

て

、

当

該

情

報

に

含

ま

れ

る

氏

名

、

生

年

月

日

そ

の

他

の

記

述

等

に

よ

り

開

示

名

、

生

年

月

日

そ

の

他

の

記

述

等

に

よ

り

開

示

請

求

者

以

外

の

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

請

求

者

以

外

の

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

（

他

の

情

報

と

照

合

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

（

他

の

情

報

と

照

合

す

る

こ

と

に

よ

り

、

開

示

請

求

者

以

外

の

特

定

の

個

人

を

に

よ

り

、

開

示

請

求

者

以

外

の

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

な

る

も

の

を

識

別

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

な

る

も

の

を

含

む

。

）

又

は

開

示

請

求

者

以

外

の

特

定

の

個

含

む

。

）

又

は

開

示

請

求

者

以

外

の

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

開

示

す

人

を

識

別

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

開

示

す

る

こ

と

に

よ

り

、

な

お

開

示

請

求

者

以

外

の

個

る

こ

と

に

よ

り

、

な

お

開

示

請

求

者

以

外

の

個

人

の

権

利

利

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

も

人

の

権

利

利

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

も

の

。

た

だ

し

、

次

に

掲

げ

る

情

報

を

除

く

。

の

。

た

だ

し

、

次

に

掲

げ

る

情

報

を

除

く

。
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ア

及

び

イ

略

ア

及

び

イ

略

ウ

当

該

個

人

が

公

務

員

等

（

国

家

公

務

員

法

ウ

当

該

個

人

が

公

務

員

等

（

国

家

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

二

十

号

）

第

二

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

二

十

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

国

家

公

務

員

（

独

立

条

第

一

項

に

規

定

す

る

国

家

公

務

員

（

独

立

行

政

法

人

通

則

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

行

政

法

人

通

則

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

三

号

）

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

独

三

号

）

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

独

立

行

政

法

人

の

役

員

及

立

行

政

法

人

及

び

日

本

郵

政

公

社

の

役

員

及

び

職

員

を

除

く

。

）

、

独

立

行

政

法

人

等

び

職

員

を

除

く

。

）

、

独

立

行

政

法

人

等

（

独

立

行

政

法

人

等

の

保

有

す

る

個

人

情

報

（

独

立

行

政

法

人

等

の

保

有

す

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

五

年

法

律

の

保

護

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

五

年

法

律

第

五

十

九

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

第

五

十

九

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

独

立

行

政

法

人

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

独

立

行

政

法

人

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

役

員

及

び

職

員

、

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

の

役

員

及

び

職

員

、

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

条

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

条

に

規

定

す

る

地

方

公

務

員

並

び

に

地

方

独

立

に

規

定

す

る

地

方

公

務

員

並

び

に

地

方

独

立

行

政

法

人

（

地

方

独

立

行

政

法

人

法

（

平

成

行

政

法

人

（

地

方

独

立

行

政

法

人

法

（

平

成

十

五

年

法

律

第

百

十

八

号

）

第

二

条

第

一

項

十

五

年

法

律

第

百

十

八

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

地

方

独

立

行

政

法

人

を

い

う

。

に

規

定

す

る

地

方

独

立

行

政

法

人

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

役

員

及

び

職

員

を

い

以

下

同

じ

。

）

の

役

員

及

び

職

員

を

い
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う

。

）

で

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

情

報

う

。

）

で

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

情

報

が

そ

の

職

務

の

執

行

に

係

る

情

報

で

あ

る

と

が

そ

の

職

務

の

執

行

に

係

る

情

報

で

あ

る

と

き

は

、

当

該

情

報

の

う

ち

、

当

該

公

務

員

等

き

は

、

当

該

情

報

の

う

ち

、

当

該

公

務

員

等

の

職

及

び

当

該

職

務

執

行

の

内

容

に

係

る

部

の

職

及

び

当

該

職

務

執

行

の

内

容

に

係

る

部

分

分

三

～

六

略

三

～

六

略

２

略

２

略

第

三

条

に

よ

る

改

正

（

政

治

倫

理

の

確

立

の

た

め

の

杉

並

区

長

の

資

産

等

の

公

開

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

資

産

等

報

告

書

等

の

作

成

）

（

資

産

等

報

告

書

等

の

作

成

）

第

二

条

区

長

は

、

そ

の

任

期

開

始

の

日

（

再

選

挙

第

二

条

区

長

は

、

そ

の

任

期

開

始

の

日

（

再

選

挙

に

よ

り

区

長

と

な

っ

た

者

に

あ

っ

て

は

そ

の

選

挙

に

よ

り

区

長

と

な

っ

た

者

に

あ

っ

て

は

そ

の

選

挙

の

期

日

と

し

、

公

職

選

挙

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

の

期

日

と

し

、

公

職

選

挙

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

号

）

第

二

百

五

十

九

条

の

二

の

規

定

の

適

律

第

百

号

）

第

二

百

五

十

九

条

の

二

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

者

に

あ

っ

て

は

当

該

者

の

退

職

の

申

立

用

が

あ

る

者

に

あ

っ

て

は

当

該

者

の

退

職

の

申

立

て

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

選

挙

の

期

て

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

選

挙

の

期
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日

と

し

、

更

正

決

定

又

は

繰

上

補

充

に

よ

り

当

選

日

と

し

、

更

正

決

定

又

は

繰

上

補

充

に

よ

り

当

選

人

と

定

め

ら

れ

た

区

長

に

あ

っ

て

は

そ

の

当

選

の

人

と

定

め

ら

れ

た

区

長

に

あ

っ

て

は

そ

の

当

選

の

効

力

発

生

の

日

と

す

る

。

次

項

に

お

い

て

同

効

力

発

生

の

日

と

す

る

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

お

い

て

有

す

る

次

の

各

号

に

掲

げ

る

資

じ

。

）

に

お

い

て

有

す

る

次

の

各

号

に

掲

げ

る

資

産

等

に

つ

い

て

、

当

該

資

産

等

の

区

分

に

応

じ

当

産

等

に

つ

い

て

、

当

該

資

産

等

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

資

産

等

報

告

該

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

資

産

等

報

告

書

を

、

同

日

か

ら

起

算

し

て

百

日

を

経

過

す

る

日

書

を

、

同

日

か

ら

起

算

し

て

百

日

を

経

過

す

る

日

ま

で

に

、

作

成

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ま

で

に

、

作

成

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

～

三

略

一

～

三

略

四

預

金

（

当

座

預

金

及

び

普

通

預

金

を

除

四

預

金

（

当

座

預

金

及

び

普

通

預

金

を

除

く

。

）

及

び

貯

金

（

普

通

貯

金

を

除

く

。

）

く

。

）

、

貯

金

（

普

通

貯

金

を

除

く

。

）

及

び

預

郵

便

貯

金

（

通

常

郵

便

貯

金

を

除

く

。

）

預

金

及

び

貯

金

の

額

金

、

貯

金

及

び

郵

便

貯

金

の

額

五

金

銭

信

託

金

銭

信

託

の

元

本

の

額

五

有

価

証

券

（

金

融

商

品

取

引

法

（

昭

和

二

十

六

有

価

証

券

（

証

券

取

引

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

十

五

号

）

第

二

条

第

一

項

及

び

三

年

法

律

第

二

十

五

号

）

第

二

条

第

一

項

及

び

第

二

項

に

規

定

す

る

有

価

証

券

に

限

る

。

）

第

二

項

に

規

定

す

る

有

価

証

券

に

限

る

。

）

種

類

及

び

種

類

ご

と

の

額

面

金

額

の

総

額

（

株

種

類

及

び

種

類

ご

と

の

額

面

金

額

の

総

額

（

株

券

（

株

券

が

発

行

さ

れ

て

い

な

い

場

合

に

あ

っ

券

（

株

券

が

発

行

さ

れ

て

い

な

い

場

合

に

あ

っ
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て

は

、

株

券

が

発

行

さ

れ

て

い

た

と

す

れ

ば

当

て

は

、

株

券

が

発

行

さ

れ

て

い

た

と

す

れ

ば

当

該

株

券

に

表

示

さ

れ

る

べ

き

権

利

を

含

む

。

）

該

株

券

に

表

示

さ

れ

る

べ

き

権

利

を

含

む

。

）

に

あ

っ

て

は

、

株

式

の

銘

柄

及

び

株

数

）

に

あ

っ

て

は

、

株

式

の

銘

柄

及

び

株

数

）

六

略

七

略

七

略

八

略

八

略

九

略

九

略

十

略

２

略

２

略
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